
調布市告示第１９９号  

 

 

調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例（平成１６年調布市条

例第１８号）第１７条の規定により、地区計画の原案を次のように告示し、

令和８年６月１１日から起算して２週間調布市都市整備部まちづくり推進課

において一般の縦覧に供する。  

なお、この原案に係る地区計画の区域内の土地の所有者及び利害関係を有

する者は、縦覧開始の日から起算して３週間を経過する日までに、市長に意

見書を提出することができる。  

 

 

  令和  ８  年  ６  月１１日  

 

 

                   調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

１  種類  調布都市計画地区計画  

２  名称  布田地区地区計画  

３  位置  調布市布田３丁目及び４丁目並びに国領町５丁目各地内  

４  区域  別図のとおり  

５  区域の面積  約２１．７ヘクタール  
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